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１ 目 的 

「八潮市多文化共生推進プラン改定版」（計画期間予定：令和１０年度～令和１７年度の８ヶ年）を策定するにあたり最良 

な事業者の選定を行うため、価格のみの競争ではなく企画力、技術力、実績等の点から選定を行う公募型 

プロポーザル方式の実施にあたって、必要な事項を定めるものである。 

 

２ 業務概要 

（１）業務内容 

  別紙「八潮市多文化共生推進プラン改定版策定業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。） 

のとおり 

（２）履行期間 

   契約日から令和１０年３月２４日まで 

（３）実施形式 

   公募型プロポーザル形式 

（４）本業務の実施に係る予算上限額 

金８，６７６，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

※上記金額は、契約時の予定価格を示すものではなく、提案内容の規模を示すためのものであ 

ることに留意すること。 

（５）支払条件 

   この契約は、本委託業務完了後、一括払いとする。 

 

３ 参加要件 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たしている者とする。 

（１）仕様書の内容を理解した上で、本公募型プロポーザルに参加できる法人とする。 

（２）八潮市の「令和７・８年度 指名競争入札参加資格者名簿」に登載されていることまたは契約 

開始日までに登載される見込みであること。 

（３）本プロポーザルの公告の日から契約締結の日までの期間において、八潮市建設工事等の契約に 

係る指名停止等に関する基準（昭和６３年８月１日市長決裁）に基づく指名停止措置または八 

潮市建設工事等に係る暴力団排除措置要綱（平成８年９月２０日市長決裁）に基づく指名除外 

措置を受けていないこと。 

（４）八潮市競争入札参加資格を抹消され、当該抹消日から３年間経過していない者。 

（５）プライバシーマークまたはＩＳＭＳの公的認証を取得していること。 

（６）令和３年度以降において、他自治体の多文化共生推進計画の策定に関わる業務委託を元請けと 

して実施し、２件以上の業務を完了した実績を有すること。 

（７） 次のいずれの欠格事項に該当しない者。 

①地方自治法第９２条の２に該当する者。 

②地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者。 

③会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づ 

く更正又は再生手続をしている者、破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始 



の申立てをしている者。 

④国税、都道府県税及び市区町村税を滞納している者。 

⑤経営及び財務状況の健全性が確保されていると判断できない者。 

⑥宗教活動や政治活動を目的とする者。 

⑦暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号及び 

八潮市暴力団排除条例（平成２５年条例第８号）第２条第２号に規定する暴力団員が経営して 

いない者または事実上経営に参加していない者であること。 

⑧その他法令等に違反するものでないこと。 

 

４ スケジュール  

項     目 日     程 

公募開始（実施要領の公表） 令和８年４月２７日（月） 

実施要領等に対する質問の受付 

令和８年４月２７日（月） 

    ～令和８年５月１２日（火） 

         正午までに提出 

実施要領等に対する質問の回答 令和８年５月１９日（火） 

企画提案書等提出期限 
令和８年５月２９日（金） 

正午までに提出 

第一次審査 

（書類審査） 

令和８年６月 １日（月） 

    ～令和８年６月 ５日（金） 

第二次審査 

（プレゼンテーション及びヒアリング審査） 
令和８年６月１９日（金）予定 

選定結果の通知 令和８年６月下旬（予定） 

契約締結 令和８年６月下旬（予定） 

 

５ 応募手続き 

（１）八潮市ホームページに実施要領等を掲載し、公表して募集を行います。 

（２）企画提案書の提出 

①受付期間 令和８年４月２７日（月）～令和８年５月２９日（金）正午（必着） 

（受付期間中の土日祝日を除く） 

②受付時間 午前９時００分～午後５時００分(正午から午後１時を除く) 

③提出書類 別紙２「（仮称）八潮市多文化共生推進プラン改定版策定業務委託事業者公募に係 

る提出書類一覧」のとおり。 

Ａ４サイズで綴じ込み、 資料番号をインデックスで標示してください。 

④提 出 先 八潮市市民活力推進部市民協働推進課 

〒３４０－８５８８ 

        埼玉県八潮市中央一丁目２番地１ (市役所庁舎２階) 

 



⑤提出方法 持参または郵送による提出とし、郵送の場合は、受付期間内必着とし、配達記録が 

確認できる書留郵便等に限るものとします。 

⑥提出部数 １０部（正本１部、副本９部）及び提出書類のＰＤＦデータを入れたＣＤ－Ｒ等１ 

部提出してください。 

※提出書類等に記載された個人情報については、事業者選定の目的以外には使用し 

ません。 

（３）質問の受付と回答 

①質問受付期間 

令和８年４月２７日（月）～令和８年５月１２日（火）正午まで 

②質問の提出方法 

ア  質疑書（様式第５号）に記入のうえ、電子メールにて提出してください。 

イ 電子メールの件名は、「八潮市多文化共生推進プラン改定版策定業務委託に関する質問 

（法人名）」としてください。 

ウ 提出先電子メールアドレス 

     「shiminkyodo@city.yashio.lg.jp」 

エ 電子メール送信後、市民協働推進課まで送信確認の電話をしてください。 

③回答期間 

令和８年４月２７日（月）～令和８年５月１９日（火） 

④回答方法 

   回答については、質問をした事業者名を伏せ、市ホームページで随時公表します。 

⑤その他 

応募にあたり質問がある場合は、軽微な場合を除き、「質疑書」（様式第５号）により行うこ 

と。ただし、審査内容や評価項目に関する質問については回答いたしません。 

応募に際しての質疑回答内容や応募期間中に応募者への連絡事項が生じた場合は、本市ホーム 

ページに掲載しますので定期的に確認をしてください。 

（当ホームページの記載事項を確認しないことによる不利益については、一切責任を負いませ 

ん。） 

 

６ 選定方法 

本業務の事業者の選定は、公募型プロポーザル方式により行います。 

八潮市多文化共生推進プラン改定版策定業務委託事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）

において、期間内に提出された申請書等による書類審査及びプレゼンテーションを行い、別紙１「審

査評価表」に基づき総合的に審査し、事業者を選定します。 

①第１次審査 

期限内に提出された公募申請書等により、選定委員会事務局にて参加要件を満たしているか等 

の審査を行い、参加要件を満たす者を第１次審査対象とします。 

別紙１「審査評価表」における評価項目「受託体制」、「受託実績」について選定委員会事務 

局にて、書類審査で評価を行い、上位３者を選定し、２次審査を実施します。 
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１次審査の審査結果は、１次審査を受けたすべての提案業者に電子メールで通知します。 

なお、提案業者が３者以下の場合においては、参加要件を満たすすべての提案業者において２ 

次審査を実施します。 

②第二次審査（プレゼンテーション及びヒアリング審査）実施日時 

令和８年６月１９日（金）予定 

時間等の詳細については、第一次審査通過者に審査の結果と併せ、電子メールで通知します。 

③実施場所 

八潮市役所３－４会議室（３階） 八潮市中央一丁目２番地１ 

④出席者 

プレゼンテーションは、受注した場合の実務担当者が行うこととし、説明者を含めた３名まで 

の出席とします。 

⑤実施方法 

事前に提出した資料等を用いてプレゼンテーションを行っていただきます。 

ア プレゼンテーションの順番は、参加申込書の提出順とします。 

イ 説明は、一提案業者につき２０分以内とし、ヒアリングは１０分程度とします。 

ウ 説明する提案業者は、予定時刻の１０分前までに控室となる八潮市役所３－２会議室（３ 

階）に入室し待機してください。 

なお、開始予定時刻に遅れた場合は、欠席として取り扱います。 

エ 説明は、企画提案書に基づく項目、その他提案業者の特に強調したい提案内容等について 

行うものとします。 

なお、プレゼンテーションの際に、提出書類に含まれていない追加資料を用いることは認 

めません。 

オ  プロジェクター等機材を使用する場合は、事前に市民協働推進課に連絡してください。ス 

クリーンは市側で用意しますが、その他必要な機材は、提案業者が用意してください。な 

お準備は、入室から説明開始前の時間に行ってください。 

カ プレゼンテーションは、非公開とします。 

キ 提案業者が１社の場合でもあっても審査を行い、選定基準（７割）以上の場合は、契約先 

業者として選定します。なお、選定基準（７割）を満たしていない場合は、失格としま 

す。 

ク 合計得点の最も高い提案業者が複数の場合は、選定委員の協議により契約先業者を決定し 

ます。 

      ケ 合計得点の最も高い提案業者が辞退した場合は、合計得点の高い順により契約先業者を決 

定します。 

⑥選定結果の通知 

選定結果については、電子メールにて通知します。 

⑦その他 

   ア 選定結果についての問合せ及び異議申し立ては、一切受け付けません。 

 



   イ 審査結果は、契約先決定後に提案業者から書面（様式自由）により情報提供の希望があっ 

た場合、電子メールにより、次の項目について情報提供を行います。 

・プロポーザルの参加業者数 

・契約先業者名 

・契約金額 

・契約先業者の評点の合計値 

・情報提供希望のあった業者の評点の合計値 

・情報提供希望のあった業者の全体順位 

・提案項目ごとの契約先業者との評点の優劣（評点は情報提供しない。） 

ウ 契約先業者が契約締結前に、「３参加要件」を失った場合、または、虚偽の提案を行った 

ことが判明した場合、当該事業者を失格とし、審査結果が次点の者を新たな契約先業者と 

して決定します。 

 

７ 契約方法等 

（１）契約先業者として決定された提案業者は企画提案書に基づき、詳細な内容について協議をし、 

   予定価格の範囲内で契約を締結します。 

なお、協議において、市は必要に応じて提案業者に対し、提案内容の趣旨を変更しない範囲に 

おいて修正を求めることができるものとします。 

（２）本契約の際は、再度、見積書を提出してください。なお、その見積額を提出する際には、提案 

の際に提出した見積額を超えないようにしてください。ただし、市が認めた場合は、この限り 

ではありません。 

（３）契約交渉が不調の時は、次点の者と契約締結の交渉を行います。 

 

８ その他 

（１）企画提案書の作成、提出及びプレゼンテーションに係る一切の経費は、すべて提案業者の経費 

とします。 

（２）提出された企画提案書等の書類は返却しません。また、提出された企画提案書等は、八潮市情 

報公開条例（平成１３年八潮市条例第２４号）に基づき、同条例で非公開とされるものを除 

き、公開することがあります。 

（３）提出期限以後の企画提案書の差し替えや再提出は認めません。 

（４）企画提案書等の提出から契約締結までの間に「３参加要件」を満たさなくなった場合は、その 

時点で失格とします。 

（５）提出された企画提案書等の書類に虚偽の記載をした場合は、無効の取り扱いにするとともに、 

虚偽の記載をした提案業者に対し、指名停止の措置を行うこともあります。 

（６）企画提案書で用いる言語は日本語とし、通貨単位は円とします。 

（７）提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商法特許の日本国および日本国以外の国の 

法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果、生じた一切の 

責任は提案業者が負うものとします。 



（８）企画提案書作成のため八潮市から入手した資料は、企画提案書等の作成以外の目的で使用する 

ことはできないものとします。 

（９）参加申込書の提出後に辞退する場合は、「辞退届」（様式第６号）を提出すること。なお、本 

市から配布した資料は必ず返却すること。 

（10）本件のプロポーザル実施の説明会は行いません。 

（11）本要領に定めのない事項ならびに本要領に疑義が生じた場合は、協議による定めるものとしま 

す。 

 

９ 問い合わせ 

〒３４０－８５８８  

 八潮市中央一丁目２番地１（市役所庁舎２階） 

八潮市役所市民活力推進部市民協働推進課 

電  話：０４８－９９６－２０１６ 

ＦＡＸ: ０４８－９９９－８１０５ 

E-mail: shiminkyodo@city.yashio.lg.jp 
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